
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県営美祢地区 中山間地域総合整備事業 

 

 

区画整理 杉谷工区 

 

 

 

 

 
 
 
事業計画変更を必要とする理由 



事業計画変更を必要とする理由 
 

 ほ場整備 杉谷地区は、平成25年 7月 22日に事業費 240,000千円で事業計画が確
定され、以後計画に基づいて事業を実施してきたところであるが、以下の理由により

事業計画の変更が生じた。 
 
 事業費の変更 
 
  事業量変更 
   ・地区編入（事業同意等）による受益面積の増 
   ・権利者調整困難（事業不同意等）なため地区除外 
   ・実施精査による区画形状見直しによる受益面積の増 
   ・受益面積の増による測量試験費等の増 
 
工法変更 
・地区内に転石が点在しており、転石の破砕、処分費の追加による事業費の増 
・当初、法面形成後は在来種による自然植生としていたが、現地土は降雨等に 
よって、浸食されやすい土質と判明したため植生による法面保護を行うことに 
よる事業費の増 

      
 総括表 
 
 
                       
 
 
 
 
 地域の変更 
   
  換地計画原案作成時に、区画形状等を詳細に検討した結果、一部農地等において 
地区編入または地区除外の要望があったことから、地域の変更を行う 

 
 
 
 
 
 

区分 事業量 
(ha) 

事業費 
（千円） 

当初計画 7.1 240,000 
変更計画 7.9 325,901 
増減 0.8 85,901 



杉谷 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県営美祢地区 中山間地域総合整備事業 

 
区画整理 杉谷工区 

 

 

 

 
 

 
 
 
変更後の土地改良事業の概要 



土地改良事業計画概要書 
 
第１章 目的 
１ 土地改良事業の施行目的 
  ほ場整備を計画している本地区は、急傾斜で不整形な区画であるため効率的な農作業

が行えず営農労力が多大である。また用排不分離に加え田越しによるかんがい形態のた

め水管理にも多大な労力を費やしている。 
  そのため区画の整形化を図るとともに用排分離を行い、生産性向上、営農労力の軽減を

図る。 
 
２ 土地改良法第２条第２項に掲げる事業の種類 
  区画整理 
 
第２章 地域の所在及び現況 
 １ 地域の所在 
  美祢市伊佐町伊佐 地内 
 
 ２ 現況 
（１）地形 
   本地域は旧美祢市の南部に位置し、農用地の勾配は1/7~1/22と急傾斜であり、
区画は不整形である。また農道や水路も未整備であることから、営農や土地改良施

設の維持管理に苦慮している。 
（２）土質及び土壌 
   中庸な土壌が広く分布しているが、上野川中部から下流にかけてグライ層があ

りまた、直径 10mを超える岩塊や転石が点在している。 
（３）気象 
   年平均気温は15度前後であり、年間平均降水量は 1,900mm程度である。 
（４）水利状況 
   用水源は渓流水や、普通河川上野川の利用が主体となっている。 
（５）営農状況 
   水稲が主体となっているが、小規模経営が多い上、農道、水路も未整備であるた

め農業生産性が低く、また、多大な営農労力を要している。 
（６）地域環境の状況 
   貴重な自然景観、自然環境を有しており、生態系を含めた保全が重要な課題であ

る。 



 
 ３ 地積 

（単位：ｈａ） 
 田 畑 原野 山林 その他 計 

杉谷地区 
8.9 
9.0 

 
0.1 

  
0.3 
0.5 

9.3 
9.6 

※その他は道路や水路等の地積 
第３章 基本計画 
 計画の内容 
  （１）一般計画 
     地形や環境に配慮したほ場や農道・水路の整備を行うことにより、耕作放棄地の

解消や農作業の効率化を図る。 
  （２）環境配慮 
     美祢市農村環境計画に基づいた環境への配慮を行う。 
 
第４章 工事又は管理の要領 
 １ 工事内容 
       7.1           1,370           1,420          －     1,170 
   区画整理7.9ha、排水路 1,570m、用水路 1,790m、用排水路 565ｍ、道路 1,048m 
        3.0 

暗渠排水 0.0ha 
    
 ２ 工事の着工及び完了予定時期 
   着工予定 平成２５年 ５月 
                平成３１年 ３月 
   完了予定 令和 ６年 ３月 
 
 ３ 管理の要領 
  （１）管理者 
     美祢市山中・杉谷土地改良区 
  （２）管理すべき施設の種類 
        1,370      1,420          －     1,170 
     排水路1,570m、用水路 1,790m、用排水路 565ｍ、道路 1,048m 
  （３）施設利用に関する基本的事項 
      美祢市山中・杉谷土地改良区が維持管理を行い、施設が常時最大限の効用を発

揮できるよう定期的に点検･補修を行う。 



第５章 換地計画の要領 
   別添「換地計画の要領」のとおり 
 
 
第６章 費用の概算 
 １ 費用の概算 

（単位：千円） 
区       分 中山間地域総合整備事業 

事 

業 

費 

純  工  事  費 
195,000 
248,117 

測 量 試 験 費 
20,000 
37,721 

用 地 補 償 費 
9,000 

22,063 

換    地    費 
16,000 
18,000 

計 
240,000 
325,901 

 
  ２ 費用負担    

（単位：千円） 

区      分 
事  業  費 

金     額 負 担 率 

国      費 
132,000  
179,245  

55.0%   

県      費 
 72,000  
97,770  

30.0%   

市 町 村 費 
 18,000  
24,443  

7.5%   

地 元 負 担 
18,000  
24,443  

7.5%   

合       計 
240,000  
325,901  

100.0%   

 
 
 



第７章 効用 
 １ 年総効果額及び評価期間内の総便益額 

（単位：千円） 

区   分 
年総効果

額 
年総増 加

所得額 

現況年総

農業所得

額 

評 価 期 間

内 の 便 益

額 
備考 

作物生産 
1,721 
1,858 

939 
1,485 

   

営農経費節減 
13,840 
15,246 

13,840 
15,246 

   

維持管理費節

減 
△466 
△586 

138 
△119 

   

耕作放棄地防

止効果 
4 
0 

    

農業労働環境 
改善効果 

543 
684 

    

地積確定効果 
47 
48 

    

合    計 
15,689 
17,250 

14,917 
16,612 

3,257 
2,141 

286,059 
397,827 

 

 
２ 評価期間内の総費用 
          255,380 
          381,879千円 （ ＝ ③ ） 
 
３ 総費用総便益比及び所得償還率 

    区分 算定式 数値 備考 

総費用（現在価値化） ③＝①＋② 
255,380 
381,879 

千円  

 

当該事業による費用 ① 
206,890 
361,863 

千円  

その他費用 
（関連事業＋資産価値＋再整

備費） 
② 

48,490 
20,016 

千円  

年償還額 ④ 
1,355 
1,702 

千円/年  



年総効果（便益）額 ⑤ 
15,689 
17,250 

千円  

現況年総農業所得額 ⑥ 
3,257 
2,141 

千円  

年増加農業所得額 ⑦ 
14,917 
16,612 

千円  

評価期間（工事期間＋40年）  
46 
51 

年  

割引率  
0.04 
0.04 

  

総便益額（現在価値化） ⑧ 
286,059 
397,827 

千円  

総費用総便益比 ⑨＝⑧÷③ 
1.12 
1.04 

 ≧1.0 

総所得償還率 ⑩＝④÷⑥ 
（参考）41.6 

－ 
% ≦20％ 

増加所得償還率 ⑪＝④÷⑦ 
9.1 

10.2 
% ≦40% 

 
第８章 他の事業との関係 
 該当なし 
 
第９章 計画概要図 
 別図のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



換地計画の要領 
 
１．換地計画樹立の必要性 
  杉地区は旧美祢市の南東部に位置し、地区内を流れる上野川に向けてすりばち状に農

地が展開している。地形勾配は 1/10程度で急傾斜である。また地区内には転石や岩塊が
点在しており耕起や草刈の妨げとなっている。用水源は頭首工からの取水と山からの渓

流水が主体となっているが、田越しでのかんがい状態となっている。また農道については

未整備であるため小型機械での営農を強いられており非効率的な農作業を余儀なくされ

ている。 
そのため地形や環境に配慮したほ場や農道水路の整備を行うことによって営農労力の

軽減を図り、豊かな農地の保全に取り組むための換地計画を作成するものである。 
 
２．換地計画樹立の基本方針 
 （１）従前の土地の地積の基準 
     換地交付の基準とする従前の土地の地積は土地改良事業にかかる計画決定の日

の登記簿地積とする。 
     ただし、登記簿地積と著しく相違すると思われる土地については、その所有者が

資格を有する者（測量士等）の測量した地積測量図及び隣接所有者の境界確認の同

意書を添付して申出があった場合には換地委員会において検討し決定する。 
 （２）農用地集団化の方法 

区分 地帯別グ
ループ別

団地の設

定 

個人別換地の方法 

換地区 
位置選択 

一個当り 

目標団地

数 

区画畦畔の

取り扱い 

杉谷 
換地区 

該当なし 
各人の従前の土地が最も密

集した位置を中心に換地 

おおむね

２団地を

目標 
移動畦畔 

 （３）非農用地の換地方法 
    別紙のとおり 
（４）評価の方法 
    標準地比準方式 
（４）清算の方法 
    比例地積清算方式 
 
 



 
 
３．土地改良法第５条第６項に規定する国有地等の編入に係る地積 

単位：㎡ 
区分 機能交換に係る土地 

一般国有地 合計 
用途 国有地 県有地 市有地 計 

道路 － － 
1,858.00 
2,337.00 

1,858.00 
2,337.00 

－ 
1,858.00 
2,337.00 

水路 － － 
1,313.00 
2,549.00 

1,313.00 
2,549.00 

－ 
1,313.00 
2,549.00 

計 － － 
3,171.00 
4,886.00 

3,171.00 
4,886.00 

－ 
3,171.00 
4,886.00 

４．換地処分の時期に関する特則 
  区画変更工事が完了し、確定測量が行われた時は、土地改良法第89条の 2第 10項に
おいて準用する同法第 54条第 2項ただし書きの規定により、換地処分を行うことができ
るものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別紙】 
（３）非農用地の換地方法 
 
換地区名 記号 用途 非農用地区域の 

位置の概略 
面積 
（㎡） 

換地の手法 換地取得

予定者 
杉谷 
換地区 

A-1 宅地 おおむね従前どお

り 
－ 

365 
特定用途用地

換地 
従前地所

有者 
杉谷 
換地区 

D-1 道路 字松ケ岡 － 
515 

不換地見合い

の創設換地 
美祢市 

 
 
 
 
 









 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
県営美祢地区 中山間地域総合整備事業 

 
 

区画整理 杉谷工区 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

事業費の負担区分の予定及び地元負担の 

予定基準を記載した書面 



 
                                                                      (杉谷) 
事業費の負担区分の予定及び地元負担の予定基準を記載した書面 
 
 

１ 事業費負担区分の予定 
 

（単位：千円） 

区      分 
事  業  費 

金     額 負 担 率 

国庫負担予定額 132,000  
179,245  55.0%   

県費負担予定額  72,000  
97,770  30.0%   

市費負担予定額  18,000  
24,443  7.5%   

地元負担予定額 18,000  
24,443  7.5%   

合       計 240,000  
325,901  100.0%   

 

 
 
２ 地元負担の予定基準 
  事業費の地元負担は、土地改良法第91条の規定に基づき美祢市山中・杉谷土地改 
良区が負担する。 
 美祢市山中・杉谷土地改良区は、受益地内の農用地につき、地積割により分担金 
を徴集する。 
 なお、国庫負担予定額、県費負担予定額、市費負担予定額及び地元負担予定額に 
変更があった場合は、それぞれ負担額を変更する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
県営美祢地区 中山間地域総合整備事業 

 
 

区画整理 杉谷工区 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

土地改良施設の予定管理方法を記載した書面 



 
                                                                      (杉谷) 
        土地改良施設の予定管理方法を記載した書面 
 
 

１ 管理者 
    美祢市山中・杉谷土地改良区 
 
 
２ 管理すべき施設の種類 
        １，３７０ 

   排水路 Ｌ＝１，５７０ｍ 
        １，４２０ 
    用水路 Ｌ＝１，７９０ｍ 
         － 
  用排水路Ｌ＝５６５ｍ 
        １，１７０ 

道 路  Ｌ＝１，０４８ｍ 
 
 
 
３ 管理の内容 
    用水の取水、排水の維持管理は、従来の慣行水利権を基本とし、美祢市山中・杉  
 谷土地改良区が行うものとし、その方法については、別に管理規定を定めて行うも  
 のとする。 
 
 
４ 管理に関する費用の概算及び負担の方法 
  費用の概算については、施設の完成した時点において地区内の農用地に対して地  
 積割で徴収するものとし、美祢市山中・杉谷土地改良区の総会において決定する。 
 
 
５ その他管理方法に関する基本的事項 
    美祢市山中・杉谷土地改良区の総会において決定する。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


